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京都府告示第295号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出が
あった。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第294号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
より、指定医療機関を次のとおり指定した。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　告　　　　示　

京都府告示第293号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、土地が特定有害物質によって汚染されており、
当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域を次のとおり指定する。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

形質変更時要届出区域として指定する区域 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第
１項の基準に適合していない特定有害物質の名称

宇治市槇島町十六33の一部（次の図に示す部分に限る。） 鉛及びその化合物

　（「次の図」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府山城北保健所及び京都府総合政策環境部環境管理課におい
て縦覧に供する。）
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京都府告示第299号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に
おいて準用する同法第50条の２の規定により、次のとお
り指定施術機関から廃止の届出があった。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第298号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の
規定により、指定施術機関を次のとおり指定した。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第296号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第297号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から変更の届出があった。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第301号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から廃止の届出があった。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第300号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指
定した。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第302号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第303号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
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京都府告示第305号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第２項において準用する同法第50条の２の規
定により、次のとおり指定施術機関から廃止の届出が
あった。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第304号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第１項の規定により、指定施術機関を次のと
おり指定した。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から変更の届出があった。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第306号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を次のとおり指定
した。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第307号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項の規定により、次のとおり、指定障害児通所支援事業者
から廃止の届出があった。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第308号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する指
定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第309号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により、
次のとおり、指定障害福祉サービス事業者から廃止の届出があった。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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　公　　　　告　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条
第１項の規定により八幡市から聴取した意見の概要は、
次のとおりである。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ケーヨーデイツー八幡店
　　八幡市八幡盛戸94
２　届出者の名称及び住所
　　株式会社ケーヨー
　　千葉市若葉区みつわ台一丁目28番１号
３　意見の対象となった届出及び届出日
　　大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変
更の届出
　　令和４年12月８日
４　意見の概要
　　特に意見を有しない。
５　縦覧場所
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
６　縦覧期間
　　令和５年５月26日から令和５年６月26日まで

　園部町土地改良区の役員の就任に伴い、土地改良法
（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、
次のとおり就任した役員の氏名及び住所の届出があった。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

就任役員（監事）

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

南丹市園部町小山西町柿ノ木谷９の８ 山　下　秋　則

　亀岡市牡丹餅堰土地改良区の役員の改選に伴い、土地
改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定に

京都府告示第310号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第
１項の規定により、搬出材売払代金の徴収事務を令和５
年５月11日から次の者に委託した。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　受託者　京都市中京区西ノ京樋ノ口町123
　　　　　京都府森林組合連合会

京都府告示第311号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
５年５月26日から令和５年６月９日まで縦覧に供する。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　和束井手線
３　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

綴喜郡井手町大字井手小字宮ノ前36
の７から

綴喜郡井手町大字井手小字柏ノ木21
の１まで

令和５年５月26日

４　縦 覧 場 所　　京都府山城北土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第312号

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
する法律（平成19年法律第112号）第41条第２項の規定
により、次のとおり住宅確保要配慮者居住支援法人から
変更の届出があった。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

住宅確保要配
慮者居住支援
法人の名称

住所 支援業務を行う事務
所の所在地　　　　

変　更 
年月日

株式会社あか
り

京都市左京区北白
川東久保田町13の
２

新
京都市北区紫竹東
栗栖町30の１　グ
リーンゲーブルズ
１階

令

 5. 5.24

旧
〃　　左京区北白
川東久保田町13の
２
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住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

亀岡市大井町並河１丁目22の18 福　知　晃　一

〃　　〃　　〃　〃　　５の20 四　方　　　孝

〃　　余部町榿又11の15 岡　田　光　藏

〃　　大井町土田１丁目25の７ 福　井　敏　之

〃　　〃　　並河１丁目40の２ 永　田　敏　和

〃　　〃　　〃　〃　　26の７ 飯　田　　　公

〃　　〃　　〃　〃　　30の21 賢　山　輝　夫

〃　　余部町狐塚33 関　　　徳　義

〃　　宇津根町土井ノ内18 野　原　一　郎

〃　　河原町200の１ 住　　　一　馬

〃　　西つつじヶ丘大山台２丁目９の９ 中　村　雄　一

〃　　宇津根町土井ノ内５ 中　島　　　治

南丹市八木町八木鹿草82の１ 八　木　　　衞

亀岡市余部町政所５の３ 野　原　和　夫

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

亀岡市大井町並河１丁目25の６ 並　河　泰　久

〃　　〃　　〃　〃　　41の３ 西　村　嘉　男

〃　　〃　　〃　検見ヶ上６の１ 片　山　久仁彦

〃　　宇津根町土井ノ内15 野　原　敏　雄

〃　　西町72の１ 深　田　紘　司

〃　　余部町下条33 石　野　仁　洋

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
４号の規定による道路の指定を次のとおり行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

より、次のとおり新旧役員の氏名及び住所の届出があっ
た。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　就任役員
　⑴　理事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

亀岡市大井町並河１丁目40の10 待　田　浩　行

〃　　〃　　〃　〃　　22の８ 三　宅　輝　之

〃　　余部町榿又11の15 岡　田　光　藏

〃　　大井町土田１丁目25の７ 福　井　敏　之

〃　　〃　　並河１丁目30の21 賢　山　輝　夫

〃　　余部町狐塚33 関　　　徳　義

〃　　宇津根町土井ノ内15 野　原　敏　雄

〃　　河原町76 住　　　和　宏

〃　　西つつじヶ丘大山台２丁目９の９ 中　村　雄　一

〃　　宇津根町土井ノ内５ 中　島　　　治

南丹市八木町八木鹿草82の１ 八　木　　　衞

亀岡市余部町政所５の３ 野　原　和　夫

〃　　大井町並河１丁目25の６ 並　河　泰　久

〃　　〃　　〃　〃　　41の３ 西　村　嘉　男

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

亀岡市大井町並河１丁目23の20 田　中　和　則

〃　　〃　　〃　〃　　４の８ 眞　継　公　哉

〃　　〃　　〃　検見ヶ上６の１ 片　山　久仁彦

〃　　宇津根町土井ノ内22 安　藤　佳　次

〃　　西町72の１ 深　田　紘　司

〃　　余部町下条33 石　野　仁　洋

２　退任役員
　⑴　理事
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京都府選挙管理委員会告示第35号

　次の政治団体は、政治資金規正法（昭和23年法律第
194号）第17条第２項の規定により、令和５年４月１日
以後、政治活動（選挙運動を含む。）のために寄附を受け、
又は支出をすることができない団体となったので、同条
第３項の規定により告示する。

　令和５年５月26日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　坪　内　　正　一　

指定番号 指　定
年月日

所管土
木事務
所名

指定した道路の概要

位　置 延長 幅　員 事業計画

５中東土
建第10号
の４

令

 5. 5.18
京都府
中丹東
土木事
務所

綾部市今
田町唐部
５、３の
２、３の
４、３の
７、４、
６の８、
８の２、
大畠町竹
ケ谷27の
８、27の
10、24の
乙、24、
23の６、
22の７、
21の10、
21の11、
新庄町南 
石ノ隈49、 
94、93、
100の２、 
120、40、 
新庄町北
84、31の
２、30、
34

ｍ

385.6

ｍ

最小 10.5
最大 10.5

主要地方
道綾部大
江宮津線

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和５年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　八幡市八幡渡ル瀬５の１の一部、５の３、軸75の
27の一部、75の90

　　　（関連区域）
　　　八幡市八幡軸75の43の一部
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　宇治市神明宮東85の７
　　　株式会社ＵＮＩＴＹ
２⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　綴喜郡宇治田原町大字荒木小字立川９の１、10の
１、11の１、12の１、15の１、16の１、47から49ま
で

　　　（関連区域）
　　　綴喜郡宇治田原町大字荒木小字立川９の４の一

部、10の３の一部、10の６の一部、12の２の一部、
町有地

　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　福岡市城南区荒江一丁目28の18
　　　興永産業株式会社
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京都府選挙管理委員会告示第36号

　令和４年４月10日執行の京都府知事選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を、公職選挙法
（昭和25年法律第100号）第192条第１項の規定により、次のとおり公表する。

　令和５年５月26日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　坪　内　　正　一　

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　令和４年４月10日執行　京都府知事選挙
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）　38,907,000円
３　報告書の要旨
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